
 ９月定例会における文教公安常任委員会の概要  

 

◆１０月１日（火） 開会 午前１０時００分 

                  （休憩 午前１０時５４分～午前１１時０５分） 

          閉会 午後 ０時１１分 

◆１０月２日（水） 開会 午前１０時００分 

          （休憩 午前１０時４４分～午前１０時５５分） 

          閉会 午後 ０時１０分 

 

（１）付託議案 

議案番号 件    名 

議第138号 令和元年度山形県一般会計補正予算（第３号）中 所管分 

議第143号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について中 所管分 

議第159号 新庄警察署庁舎改築工事（建築工事）請負契約の締結について 

 

（２）審査内容 

  議案の詳細について、関係課長及び参事官から説明を聴取した後、議案に対

する質疑と所管事項に関する質問を行った。 

 

（３）採  決 

  付託された３議案については、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決す

べきものと決定した。 

 

（４）主に議論された項目 

 ◇県警が実施する災害被害防止の取組みについては、外国人旅行者等に対して

も早期避難に関する情報等を周知する仕組みが必要と考えるがどうか。 

  ◇本県高校生の留学状況及び留学する生徒を支援する制度の概要について。ま

た、高校の教育段階における異文化理解の重要性について。 

 ◇山形県緑町庭園文化学習施設「洗心庵」の改修工事の概要、利用状況及び周

知方法について。 

 ◇特殊詐欺による被害の状況と防止に向けた県警の取組みについて。 

 ◇運転免許等に係る手数料条例の改正の経緯と県民に与える影響について。 

 ◇統合型校務支援システムの導入に伴う情報管理等のセキュリティ対策につい

て。 

 ◇教育委員会及び警察本部における障害者雇用率の状況について。また、教育

委員会で実施する障がい者雇用の拡大に向けた取組みについて。 

 ◇改築後の新庄警察署の特色について。 



 ◇公共交通機関が脆弱である本県の実情に鑑み、高齢に伴う自動車運転免許自

主返納者への支援に加え、病気により運転免許の失効を余儀なくされた方へ

の支援にも取り組むべきと考えるがどうか。 


